
＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．農地の区画拡⼤や省⼒化整備に係る基盤整備

畦畔除去による区画拡⼤や暗渠排⽔等の簡易な基盤整備を定額で⽀援します。
【定額上限】 区画拡⼤ ７万円/10ａ、畦畔除去 ４万円/100ｍ、

暗渠排⽔ 18万円/10ａ 等
※担い⼿に集約化（⾯的集積）する場合、定額上限を1.2倍まで引上げ。

１ha以上に⼤区画化する場合、定額上限を1.32倍まで引上げ。

２．調査・調整活動等に係るソフト事業
権利関係、農家意向、農地集積等に関する調査・調整活動等に要する経費を定額で

⽀援します。
【定額上限】 300万円/地区

３．⼤区画化等推進協議会の事務費
⼤区画化等推進協議会の事務費を定額で⽀援します。
【定額上限】 2,000万円/協議会

畦畔除去

30a区画
×７枚

2.1ha区画

区画拡⼤イメージ

簡易な基盤整備
により区画拡⼤

法⼈等の農業者が⾃ら施⼯可能な簡易な整備によって、機動的に農地の区画
拡⼤を実施し、併せて担い⼿への農地集積や更なる⼤区画化・省⼒化を図る
ことで、競争⼒ある農業の実現に寄与します。

※⼤区画化等推進協議会︓各都道府県に１つずつ設置し、農業者への技術指導、交付事務等を実施。

＜対策のポイント＞
⾷料・農業・農村基本計画に基づき、初動５年間で農業構造転換を推進し、⽣産性の向上を図るため、法⼈等の農業者が⾃ら⾏う畦畔除去等の簡易
整備による農地の⼤区画化等の取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ ⽔⽥の基盤整備（約９万ha）うち、1ha以上の⼤区画化（約６万ha［令和11年度まで］）
○ 基盤整備完了地区における事業実施前後での農業法⼈の経営農地⾯積の増加率（1.5倍以上［令和11年度まで］）

⼤区画化等推進協議会

定額
＜事業の流れ＞

国
⼤区画化等推進協議会 農業者等

定額

（１、２の事業）

（３の事業）

（03-6744-2208）農村振興局農地資源課［お問い合わせ先］

⼤区画化等加速化⽀援事業
令和８年度予算概算決定額 500百万円（前年度 － ）

〔令和７年度補正予算額 2,500百万円〕

【実施要件】 農地の区画拡⼤を実施すること
【実施区域】 農振農⽤地区域のうち地域計画の策定区域等

今 泰浩
取り消し線



基盤整備の主な⽀援メニュー

備考
助成単価【主なもの】

条件主な
事業種類 3. ⼤区画化する場合2. 集約化する場合1. 通常

（ ）は⽔路変更（管
⽔路化等）を伴う場合

36万円/10a
（61万円/10a）

33万円/10a
（55万５千円/10a）

27万５千円/10a
（46万５千円/10a）

⾼低差10cm超
表⼟扱い有

農⽤地の
区画拡⼤

9万円/10a
(33万５千円/10a)

8万円/10a
(30万５千円/10a)

７万円/10a
(25万５千円/10a)

⾼低差10cm以下
表⼟扱い無

5万円/100m４万５千円/100m４万円/100m畦畔除去のみ

助成単価の加算
○地下かんがい導⼊

＋４万円/10a
○実施設計(外注)

＋２万円/10a

29万５千円/10a27万円/10a22万５千円/10aバックホウ⼯法

暗渠排⽔
23万５千円/10a21万５千円/10a18万円/10aトレンチャ⼯法

31万５千円/100m28万５千円/100m24万円/100m表⼟扱い有湧⽔処理

（ ）は樹園地の場合28万円/10a
(46万円/10a)

25万５千円/10a
(42万円/10a)

21万５千円/10a
(35万円/10a)

末端畑地
かんがい施設

36万円/10a33万円/10a27万５千円/10a層厚10cm以上客⼟

33万円/10a30万円/10a25万円/10a深度30cm以上除礫

区画拡⼤前 畦畔除去 区画拡⼤後


